
チェック内容  確認書類
該当項目
に○記入

該当
（いつから）

１　年齢

① 独立・自営就農時の年齢が，原則50歳未満である
２の独立・自営就農の５つの要件が
全て満たされた時点の年齢

運転免許証等 令和　　年　　月

２　独立・自営就農　

①
経営農地について，「本人の名義での農地の所有権」
又は「利用権」を有していること

農地基本台帳，
利用権設定委任契
約書，賃借契約書
等

令和　　年　　月

②
本人の名義で，主要な農業機械・施設を所有又は借り
ている

契約書，賃貸借契
約書，領収書等

令和　　年　　月

③
本人の名義で，生産物や生産資材等の出荷・取引して
いる

取引に係る伝票等
（出荷伝票，納品
書，請求書，領収
書）

令和　　年　　月

④
本人の名義の通帳・帳簿で，農産物等の売上げ，経費
支出などの経営収支を管理している

通帳，帳簿等 令和　　年　　月

⑤ 本人が農業経営の主宰権を有している
農業経営に際し，自分自身の意思で
決定をしている

（青年等就農計
画・面接等で確認
します）

令和　　年　　月

３　経営の全部または一部継承　【該当する場合】

過去の経歴を証明
する書類（就業証
明書，卒業証明書
等）

令和　　年　　月

経営リスク等確認
シート
（青年等就農計
画・面接等で判断
します）

経営リスク等確認
シート
（青年等就農計
画・面接等で確認
します）

４　夫婦で農業経営【該当する場合】

家族経営協定書の
写し

令和　　年　　月

契約書，領収書等

チェックリスト　［新規就農者育成総合対策【経営開始資金】交付要件確認用］

※１つでも「×」がある場合は，資金の交付対象者の要件を満たしておりません。
また，該当項目に「○」を記入した場合は，要件確認のため書類の提出が必要 になります。

ご不明な点等ありましたら，お気軽にお問合せください。

給   付   要   件　

該当
する
場合

継承する農業経営に従事して５年以内に継承して農業経営を開始している

※親元就農等から経営の全部又は一部を継承した時点は，継承される事業に関する事項につ
いて，２の独立・自営就農の要件①～⑤を一つでも満たした時点となります。就農から前述
の時点まで５年間が経過していなければ本要件をクリアすることとなります。

単に親の経営内容をそのまま継承するのではなく。交付期間中に，継承した親の経営を改
善・発展させる以下のような新しい取組を行っている

※1　生産性・収益性の向上に資する新技術の導入
※2　経営の複合化，収益性の高い作物への転換
※3　新たな販路の開拓や直売，輸出等の取組
※4　農産物加工の取組・観光農園や農家レストラン等の取組

新規参入者（土地や資金を独自に調達し，新たに農業経営を開始した者）と同等の経営リス
クを負って経営を開始している

※農地や機械・施設等の資産の継承・所有状況，経営発展に向けた新たな取組の内容・効
果，経営リスク等を定量的に評価し，新規参入者と同等の経営リスクを負っていることを確
認します。

該当
する
場合

家族経営協定を締結し，夫婦が共同経営者であると規定されている

主要な経営資産（農地，機械等）を夫婦で共有している（夫婦の共同名義またはそれぞれの
所有）

夫婦共に，地域計画のうち目標地図に位置づけられている，若しくは位置づけられることが
確実と見込まれる，あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けている

(注)畜産の場合：
　施設（牛舎等）について，親からの貸借でも対象になる。（親の経営規模が縮小しないこと，親と
部門経営を行う者それぞれが生計が成り立つことが前提） 裏面へ続く



５　青年等就農計画

①
青年等就農計画の認定を市から受けている。
（認定新規就農者である）

青年等就農計画の
認定書

令和　　年　　月

②
農業経営を開始して５年後までに農業で生計が成り立
つ計画であり，計画達成が実現可能と見込まれる

（青年等就農計画の認定審査時に，
収支計画の内容を審査します）

（面接等で判断し
ます）

６　地域計画のうち目標地図への位置づけ等（①，②のいずれか）

①
地域計画のうち目標地図に位置づけられている，又は位置
づけられることが確実と見込まれる

令和　　年　　月

② 農地中間管理機構から農地を借り受けている
農地基本台帳，農
地の賃借の契約書
等

令和　　年　　月

７　国の他の給付金の受給有無

①

原則，生活費確保を目的とした国の他の事業による給付等
を現に受けておらず，かつ過去に受けていない
例：生活保護制度，雇用保険制度（失業手当），経営継承・
発展支援事業，農の雇用事業による補助金

（青年等就農計画・面接等で確認しま
す）

離職票原本等

②
経営発展支援事業（初期投資促進事業を含む）につい
て，補助対象事業費の上限額である1,000万円の助成を
現に受けておらず，過去に受けていない

（青年等就農計画・面接等で確認し
ます）

８　園芸施設共済等への加入の有無

保険証書等の写し

９　前年の世帯全体所得

本人を含む，同居又は生計を一にす
る別居の配偶者，子及び父母が該当

所得証明書（世帯
全員分）

１０　経営意欲

（青年等就農計画で確認します）
（面接等で判断し
ます）

１１　経営開始時期

２の書類で農業経
営の開始時期を確
認

令和　　年　　月

１２　地域コミュニティへの積極的な参加

（面接等で判断し
ます）

１３　環境負荷低減への取組

（面接等で判断し
ます）

１４　農業経営人材育成研修プログラムの受講及び修了

交付が決定した後，左記のプログラ
ムを受講し，修了証を提出

（面接等で判断し
ます）

交付期間内に農業経営人材育成研修プログラムの中級コース
など，農業経営力の向上に資する研修を受講し，修了するこ
と

園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合には園芸
施設共済等に加入している，又は加入することが確実と見込
まれる

前年の世帯全体所得が６００万円以下であること。
※600万円を超える場合であっても，生活費確保の観点から切
実な事情がある場合には採択は可能

次世代を担う農業経営者になる強い意欲を有している

令和６年４月以降に農業経営を開始している
※２の①～③の要件を一つでも満たした時点が、令和６年４
月以降である必要があります。

就農する地域における将来の農業の担い手として，地域のコ
ミュニティへの積極的な参加に努め，地域の農業の維持・発
展に向けた活動に協力する意思がある

環境と調和の取れた食料システムの確立のための環境負荷低
減事業活動の促進等に関する法律に基づく環境負荷低減に取
り組む意思がある


